
参考資料１

地方交通審議会規則

                                                                 平 成 １ ３ 年 １ 月 ６ 日
                                     国土交通省令第２４号
                                 改正平成１４年６月２８日
                                     国土交通省令第７９号

　（所掌事務）
第１条　地方交通審議会（以下「審議会」という。）は、地方運輸局　長
の諮問に応じて、地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査　審
議し、及びこれに関し必要と認める事項を関係行政機関の長に建　議
する。
　（組織）
第２条　審議会は、委員９人以内で組織する。
２　審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、
臨時委員を置くことができる。
３　審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門
委員を置くことができる。
　（委員等の任命）
第３条　委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命
する。
２　臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員又は関係地
方公共団体の長若しくはその職員のうちから、国土交通大臣が任命
する。
３　専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、
地方運輸局長が任命する。
　（委員の任期等）
第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、　前
任者の残任期間とする。
２　委員は、再任されることができる。
３　臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審
議が終了したときは、解任されるものとする。
４　専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が
終了したときは、解任されるものとする。



５　委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
　（会長）
第５条　審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その
職務を代理する。
　（部会）
第６条　審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができ
る。
２　部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
３　部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員の互
選により選任する。
４　部会長は、当該部会の事務を掌理する。
５　部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員
のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
６　審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会
の議決とすることができる。
　（議事）
第７条　審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出
席しなければ、会議を開き、議決することができない。
２　審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出
席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ　ろ
による。
３　前２項の規定は、部会の議事について準用する。
　（庶務）
第８条　審議会の庶務は、地方運輸局企画振興部企画課（北陸信越運
輸局にあっては企画部企画・情報課）において処理する。
　（雑則）
第９条　この省令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運
営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附　則
　（施行期日）
１　この中央省庁等改革推進本部令（次項において「本部令」とい   
う。） は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８
  号) の施行の日（平成１３年１月６日）から施行する。
　 (この本部令の効力)
２　この本部令は、その施行の日に、地方交通審議会規則（平成１３
年国土交通省令第２４号）となるものとする。



附　則（平成１４年６月２８日国土交通省令第７９号）
  （施行期日）
第１条　この省令は、平成１４年７月１日から施行する。


